






災害時における要支援者等の移送支援にかかる費用について

（ １） 費用の積算方法

移送にかかる費用は、アの基本料にイの各種加算等を加えた額に、消費税 10％を乗じ

て得た額とする。また、キャンセルした場合の補償費用はウのとおりとする。

ア 基本料

基本料は、Ａ.車両確保費（ 12時間30, 000円（ 移送件数が５件以内））とＢ.人件費（ 10, 000

円） を合わせた額とする。

イ 各種加算

①終了時間に応じた夜間加算・ 深夜加算

業務の終了が19時までになる場合には終了時間に応じ、19時以降になる場合には夜

間加算（ 6, 000円）、22時以降になる場合には深夜加算（ 6, 000円） をそれぞれ加算す

る。

②開始時間に応じた早朝加算

事業の開始が９時以前となる場合には早朝加算（ 6, 000円） を加算する。

③件数に応じた移送作業加算

移送作業加算として、移送件数が６件～10件のときは15, 000円、11件～15件のと

きは30, 000円を加算する。

④待機時間が12時間を超える場合の待機加算

待機時間が12時間を超える場合には、待機加算（ 1時間ごとに6, 000円） を加算す

る。

ウ キャンセル料（ 車両確保等補償費）

キャンセルした（ 天候改善により、待機の依頼もなかった場合）場合の車両確保等にか

かる補償費用は30, 000円とする。

（ ２） その他

・ 車両は委託事業者又は協力事業者の車両を用いるものとする。

・ 市は、待機の開始時間の36 時間前までに委託事業者に業務を依頼するものとする。当

該時間を経過後に当該依頼をする場合には、別途条件等の協議を行うものとする。

・ 市は可能な限りストレッチャー等の荷物を置くスペースを確保するものとする。それが

できない場合には、事務所までの移動時間を考慮して移送依頼を行うものとする。

・ 車両及び人員の待機場所は事業所の事務所を基本とするが、状況によっては協議の上、

市役所等を待機場所とすることができる。この場合において、市の駐車場等が利用可能

場合に限り、必要に応じて当該駐車場等を待機場所として利用することができるものと

する。

別紙



第１号様式（ 第３条関係）

第 号

年 月 日

様

狛江市長

支援要請書

災害時における支援について、次のとおり要請します。

日 時

場 所

支援の内容

その他必要

な事項



第２号様式（ 第４条関係）

年 月 日

狛江市長 宛て

事業者名

終了報告書

年 月 日付け第 号の支援要請に基づく 、支援について終了しまし

たことを報告します。

日 時

場 所

支援の内容

その他必要

な事項


